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令和７年度 大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の 

運営にかかる向上支援費支給認定申請書の提出について（依頼） 

 

平素は、本市子ども・子育て支援施策にご協力を賜りありがとうございます。 

標題について、次のとおり支給認定申請の受付を開始しますので、支給認定を希望する施設は、

本市が設定したクラウド環境「kintone」において必要事項をご入力の上、支給認定申請書を提出

いただきますようお願いいたします。 

 

１ 令和７年度のスケジュール 

支給認定申請 令和７年７月 15日(火)～７月 31日(木) 

概算払い申請 令和７年 10月上旬（予定） 

概算払い支払 令和７年 11月中旬（予定） 

支給認定変更 随時（変更が生じた日の属する月の末日までに提出してください。） 

実績報告期限 令和８年４月頃（予定） ※支給認定期間を経過した日から 10日以内 

額確定通知 令和８年５月頃（予定） 

追給・戻入 令和８年５月中旬以降 

 

２ 支給認定申請 

（１）申請方法 

事業ごとに設定しております各認定申請用アプリより、申請を行ってください。 

なお、ご質問は、「kintone」にて受付・回答いたしますので、必ず各事業の認定申請用アプリ

のコメント欄（kintoneアプリ「3331_R7向上支援費【嘱託医配置・看護師配置・栄養士配

置】認定申請」では「問い合わせボタン」）から、お問い合わせください。 

 

事業名称 担当 電話 各事業対応アプリ 

嘱託医配置円滑化事業 認可給付Ｇ 

西田・土井 

 

 

06-6208-

8276 

 

3331_R7向上支援費【嘱託医配置・看

護師配置・栄養士配置】認定申請  

保育所等の事故防止取組

強化事業（看護師等配置） 

認可給付Ｇ 

西田 

アレルギー対応等栄養士

配置事業 

認可給付Ｇ 

土井 

https://kodomo.cybozu.com/k/guest/6/3168/
https://kodomo.cybozu.com/k/guest/6/3168/


保育士働き方改革推進事

業（有給休暇取得促進・完

全週休二日制の導入促進） 

企画調整Ｇ 

橋爪・溝邊

知野 

06-6208-

8255 

3332_R７ 向上支援費【働き方改

革】認定申請  

※ 入力内容、添付書類等の詳細については各アプリ内の提出手順等をご確認ください。 

※ 各事業の対象施設や内容（目的、支給要件、支給対象、及び算定基準）等の詳細については、

別添「大阪市：大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支

援費支給要綱」をご参照ください。 

 

（２）提出期間 

令和７年７月 15日(火)～７月 31日(木) 

 

（３）その他注意事項等 

・ 令和７年４月から７月までの実施状況及び８月以降に生じる変更のうち申請時点でわか

っているものは、支給認定申請の内容に反映させてください。 

・ 令和７年４月に遡っての認定は、今回の期間中に認定申請の提出があったもののみとし

ます。 

・ 支給認定申請後、新たに変更事由が生じた場合は、「３ 支給認定変更」のとおりご対応

ください。 

・ 支援費の支給見込み額は、支給認定通知に掲載されませんので、認定申請用アプリ内の試

算額を参照ください。なお、支援費の支給額は、実績報告書類や月次利用報告書等に基づ

いて算出することになります。実績報告書類や月次利用報告書等において、支給要件を満

たしていない場合等、支給額が試算した金額と異なる場合がありますので、ご承知おきく

ださい。 

・ 実績報告書類や月次利用報告書等の不備により、支給要件を満たしていることが確認でき

ない場合は、支給対象から除外される可能性があります。実績報告書類や月次利用報告書

を作成する際は、入力内容に誤りがないか、必ずご確認ください。 

・ 当初認定申請により支給認定決定を受けた事業以外の事業を新たに開始する場合（追加す

る場合）については、既に支給認定を受けている事業以外の認定申請手続きが必要となり

ます。 

 

３ 支給認定変更 

（１）変更届の提出が必要な場合 

配置している職員の変更等、事業内容に変更が生じた場合 

※ 既に支給認定を受けている事業以外の事業を開始する場合（追加する場合）は、認定申請

手続きが必要となります。必要に応じて各事業の担当者までご連絡ください。 

 

（２）提出期限 

原則、当該変更が生じた日の属する月の末日まで 

提出がない場合は支給対象から除外することとなりますので、提出漏れには十分ご注意くだ

さい。 

 

https://kodomo.cybozu.com/k/guest/6/3219/
https://kodomo.cybozu.com/k/guest/6/3219/
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000199096.html
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（３）届出方法 

事業ごとに設定しております認定申請用アプリより、手続きが可能です。本市で変更届提出

用のレコードを作成しますので、認定申請用アプリのコメント欄（kintoneアプリ：「3331_R7

向上支援費【嘱託医配置・看護師配置・栄養士配置】認定申請」 では「問い合わせボタ

ン」）より、変更内容の概要を明記のうえ、お知らせください。 

 

４ その他 

概算払い及び実績報告に関しては、別途通知します。  

 


